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事業費計　5億8,555万円
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主な経費
環境審議会開催経費など 20万円

環境保全の推進　 195万円　 環境基本計画などの進行管理 20万円

ニセコ町の良好な自然環境を次世代へと引き
継ぎ、自然と共生し持続可能な社会の実現に向
けた取り組みを進めます。
水生昆虫観察会や環境関係講演会を行うなど、

引き続き第2次環境基本計画にのっとった取り組
みを進めます。
また、平成26年に開催される環境自治体会議

のため、事前準備をする費用を新たに計上して
います。

（企画環境課環境エネルギー係）

環境基本計画、地球温暖化対策実行計画など
の進捗状況の管理と評価を行い、環境審議会委
員や町内有志の協力を得ながら、環境保全に関
する取り組みを進めます。

（企画環境課環境エネルギー係）

主な経費
講演会開催経費 30万円
観察会開催経費 9万円
後志地域生物多様性会議参加旅費 2万円
環境自治体会議負担金･参加旅費など 69万円
環境情報収集経費（旅費･参考図書） 3万円
臨時職員賃金 37万円
その他の事務経費 45万円

財　源　
北海道市町村振興協会の負担額 30万円
ニセコ町の負担額 165万円

前年度予算額8万円前年度予算額99万円
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近年ニセコアンヌプリ山麓を中心に土地取引が活発に行われ、大規模な開発が予想されたことから、
町では良好な自然景観を確保することを目的に、平成21年3月に準都市計画を策定しました。また、同
年7月には特定用途制限地域や景観地区を指定しました。
今後もルールの適正化やニセコ町都市計画審議会の開催を通して、美しい町の景観保全を図ります。

準都市計画事務経費 347万円
（建設課都市計画係）

主な経費
嘱託職員賃金 334万円
旅費 7万円
ニセコ町都市計画審議会報酬 4万円
その他の事務経費 2万円

財　源　
北海道の負担額 1万円
地図などの売払代金 1万円
ニセコ町の負担額 345万円

前年度予算額342万円

拡 
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土地利用対策事業 13万円 町有林の管理 503万円

国土利用計画法に基づき、10,000㎡以上の
土地取引の届出受付などの事務を行います。
また、町内の廃屋について、所有者を特定し

たうえで撤去を要請するための事務を行います。

（建設課都市計画係）

町の財産である町有林の管理のための経費を
計上します。

（農政課畜産林務係）

主な経費
消耗品費 4万円
複写機使用料 4万円
旅費 3万円
その他の事務経費 2万円

主な経費
間伐に係る経費 440万円
作業道の補修に係る経費 52万円
その他の事務経費 11万円

財　源　
北海道の負担額 8万円
ニセコ町の負担額 5万円

前年度予算額357万円前年度予算額13万円
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ニセコ町の林業の振興を図り奨励する事業費と、有害鳥獣対策に係る経費です。

林業の振興 813万円
（農政課畜産林務係）

主な経費
林業振興に係る事務経費 37万円
除間伐を行った場合に補助する補助金 50万円
森林に植林する事業を行った時に補助する補助金 513万円
森林の整備する地域で活動する場合に補助する補助金 177万円
有害鳥獣対策に係る経費 20万円
その他の事務経費 16万円

前年度予算額804万円
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主な経費
水資源保全審議会開催経費 23万円
打合せ等旅費 1万円

河川の維持管理 47万円 水道水源・地下水の保全 24万円

川底に土砂が堆積して浅くなっている箇所の
土砂の除去を行います。また、有島木道の木が
腐っている部分の修繕を6月に行います。

（建設課管理係）

水道水源保護条例、地下水保全条例の適切な
運用を行い、開発などによる水源の汚濁・枯渇
を防ぎ、ニセコ町の良好な水環境を守る取り組
みを進めます。

（企画環境課環境エネルギー係）

主な経費
作業手数料 8万円
作業機械借上 29万円
補修用材料費 10万円

前年度予算額19万円前年度予算額162万円
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町民のみなさんに清潔で安全な水を供給するため、水質検査や水道施設の維持管理に必要な経費です。
水質検査は蛇口からの通常検査（毎月1回）のほか、水源池の原水精密検査（年1回）と浄水精密検査
(年4回)を行い、水道水の安全性を確認します。
水道施設は現在、3人の職員で管理していますが、事故や災害時の対応力を上げるためには、より多

くの人材が水道施設にかかわっておくことが必要です。そのため、今後は水道施設を民間企業と連携し
て管理する予定で、今年度から段階的に取り組みを進めます。
このほか、昨年度行ったすべての水道施設の調査結果を活用し、水道台帳システムを構築する予定で

す。

水道施設の維持管理 4,323万円
（上下水道課維持係）

主な経費
施設の修繕料・電気料・薬品代など

1,161万円
水道水質検査業務 757万円
水道施設台帳システム構築業務1,134万円
水道施設維持管理業務 945万円
水道施設維持補修工事 326万円

財　源　
国からの交付額 440万円
ニセコ町の負担額 3,883万円

前年度予算額3,474万円

拡 

～ニセコ町水道資源保護条例～
水道水源保護地域内への施設などの設置に

は許可が必要で、水質汚染や水源枯渇のおそ
れがある場合は設置できません。

～ニセコ町地下水保全条例～
井戸の設置には届出が必要で、採取能力が

高い場合は許可が必要です。周辺への悪影響
が予想される場合は井戸の設置はできません。
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簡易水道事業運営経費 2,701万円

簡易水道事業を運営するために必要な経費で
す。担当職員の人件費や水道料金に関する経費、
その他水道事業に必要な事務経費などが含まれ
ます。
今年度から水道料金がコンビニエンスストア

でも支払えるようになるため、それに伴う収納
代行手数料などを新たに計上しています。

（上下水道課維持係）

水道メーター取替事業 1,010万円 水道施設建設などの償還金（借金の返済）8,397万円　

水道の使用量を確認するため、使用者の住宅
などには量水器（水道メーター）を取り付けて
います。この機器は、法律で8年を過ぎたものは
取り替えるよう定められていることから、計画
的に交換を行っています。
■工事箇所：ニセコ町全域
■工事期間：5月上旬～10月下旬

（上下水道課維持係）

水道管の布設や配水池などの水道施設を建設
するために借りたお金を返済します。返済金の
一部は、国から補てんされます。

（上下水道課管理係）

主な経費
取替用水道メーター（420台）666万円
水道メーター取替工事費 344万円

主な経費
人件費など 2,189万円　
水道事業事務経費 512万円

財　源　
国からの交付額（見込み） 3,437万円
ニセコ町の負担額（見込み） 4,960万円

前年度予算額8,486万円前年度予算額686万円
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前年度予算額3,132万円
簡易水道事業（特別会計）
ニセコ町の水道事業は、法律の区分から

「簡易水道事業」と呼ばれ、町の一般会計と
は別の会計を作り管理しています。

総　額
1億6,480万円

歳 入 水道使用料など
8,522万円

一般会計からの繰入金
7,865万円

その他収入
93万円

水道使用料など
8,522万円

一般会計からの繰入金
7,865万円

その他収入
93万円

総　額
1億6,480万円

町の借金返済金
8,397万円

その他の簡易水道事業経費
2,750万円

水道施設維持管理事業
4,323万円

町の借金返済金
8,397万円

その他の簡易水道事業経費
2,750万円

水道施設維持管理事業
4,323万円

水道メーター器取替事業
1,010万円

歳 出
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下水道施設維持管理経費155万円 公共下水道整備事業 743万円

下水道管が詰まるなどの事故が起きないよう、
管内の清掃やマンホール周辺の傷んだ舗装の補
修を行います。
また、下水道管などの施設を適正に維持管理

するために管理台帳を整備し、事故や問い合わ
せにすばやく対応します。

（上下水道課管理係）

下水道施設は使用が始まってから13年目とな
り、下水道管理センター内で使用している水処
理をする機械設備や電気機器は、近く更新の時
期を迎えます。
町ではこれらの施設や機器の調査を行い長寿

命化計画を策定し、計画に添って更新を行なっ
ていく予定です。

（上下水道課管理係）

主な経費
事務費や旅費・使用料など 21万円
下水道施設長寿命化計画策定に伴う
調査業務 722万円

主な経費
下水道管理センター・ポンプ所維持管理料

2,412万円
（運営委託･電気機械整備･汚泥処理費など）
下水道管理センターの光熱水費など447万円
その他の運営経費 438万円

財　源　
国からの交付金 350万円
ニセコ町の負担額 393万円

下水道運営経費 2,143万円 下水道管理センター･ポンプ所の維持管理経費 3,297万円　

下水道事業を運営していくために必要な経費
です。担当職員の人件費や消耗品、負担金など
の費用が含まれます。

（上下水道課管理係）

各家庭から出される汚水は、下水道管やポン
プ所を通り、下水道管理センターに集められま
す。汚水の量は1日に約630m3。25mのプール
2.1杯分にもなるこの汚水は、センター内の水槽
で微生物の力を借りながらきれいな水と汚泥に
分けます。水は川に戻し、汚泥は堆肥センター
で堆肥の原料になります。
このように、町ではごみの発生しない循環型

社会の確立へ向けた取り組みを行っています。

（上下水道課管理係）

主な経費
人件費など 1,944万円
その他の事務費 199万円

主な経費
下水道管渠・管路維持補修業務 93万円
公共下水道施設台帳修正業務 19万円
その他の下水道維持管理経費 43万円

前年度予算額3,271万円前年度予算額2,098万円

前年度予算額119万円前年度予算額134万円
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農業集落排水施設の維持管理経費 134万円　 農業集落排水事業運営経費 6万円

農業集落排水施設の利用は、平成16年度から
始まりました。各家庭から出された汚水は、蘭
越町が管理する終末処理場で処理しています。
この汚水量に応じた処理費用を蘭越町に支払い
ます。
今後も町が管理している汚水管やポンプ所は、

引き続き適正に維持管理します。

（上下水道課管理係）

農業集落排水事業を運営していくために、必
要となる消耗品や事務費などの費用です。

（上下水道課管理係）

主な経費
消耗品や事務費など 6万円

下水道施設建設などの償還金（借金の返済） 1億1,402万円

下水道管や下水道管理センターを建設するた
めに借りたお金を返済します。返済金には、国
から交付金が交付されます。

（上下水道課管理係） （上下水道課管理係）

主な経費
元金返済分 9,261万円
利子返済分 2,141万円

主な経費
昆布地区農業集落排水事業負担金109万円
マンホール、ポンプ所電気料・電話料など

25万円

財　源　
国からの交付額（見込み） 5,968万円
ニセコ町の負担額（見込み） 5,452万円

前年度予算額1億1,628万円
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前年度予算額125万円 前年度予算額9万円

下水道事業（特別会計）

下水道事業は平成7年度から着工し、平成
12年度から市街地区で使用しています。ま
た、簡易水道事業と同様に町の一般会計とは
別の会計を作り管理しています。

総　額
1億7,740万円

歳 入

受益者分担金
15万円

下水道使用料など
3,513万円

国からの交付金
350万円

一般会計からの繰入金
1億1,077万円

下水道使用料など
3,513万円

国からの交付金
350万円

一般会計からの繰入金
1億1,077万円

借入金
2,780万円

その他収入
5万円

総　額
1億7,740万円

町の借金返済金
1億1,402万円

下水道施設維持管理事業
3,452万円

町の借金返済金
1億1,402万円

その他の
公共下水道事業経費

2,143万円

公共下水道整備事業
743万円

下水道施設維持管理事業
3,452万円

歳 出
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浄化槽整備事業　 816万円

浄化槽は、トイレや台所、風呂などの排水を
敷地内で処理する設備です。
町では水質汚濁を防止し、生活環境を守り、

公衆衛生を向上させるため浄化槽の設置費用の
一部を補助します。

（上下水道課管理係）

農業集落排水事業施設建設などの償還金（借金の返済）760万円

汚水管や処理場を建設するために借りたお金
を返済します。返済金には、国から交付金が交
付されます。

（上下水道課管理係）

主な経費
元金の返済分 663万円
利子の返済分 97万円

主な経費
北海道合併処理浄化槽普及促進協議会
負担金など 2万円
浄化槽設置整備事業補助 814万円

財　源　
国からの交付額（見込み） 432万円
ニセコ町の負担額（見込み） 328万円

財　源　
国の負担額 217万円
ニセコ町の負担額 599万円

前年度予算額856万円

前年度予算額689万円
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農業集落排水事業（特別会計）

西富地区の下水道は、蘭越町との広域事業
で進められ、平成16年度から使用されてい
ます。
また、下水道事業と同様に町の一般会計と

は別の会計を作り管理しています。

一般会計からの繰入金 
849万円

総　額
900万円

農業集落排水
施設使用料など
46万円

その他収入 
5万円

一般会計からの繰入金 
849万円

歳 入

農業集落排水施設建設等償還金
（借金の返済）

760万円

総　額
900万円

農業集落排水事業
運営経費など　6万円

農業集落排水施設建設等償還金
（借金の返済）

760万円

農業集落排水施設
維持管理　134万円
農業集落排水施設
維持管理　134万円

歳 出

（上下水道課管理係）

浄化槽設置費用の一部を補助します

町では浄化槽の設置費用の一部を補助してい
ます。
補助対象は、公共下水道と農業集落排水処理

施設の処理区域外の住宅です。なお、補助金は
浄化槽本体と本体の設置に関係する標準工事費
の45％または55％ですが、限度額は次のとお
りです。

○詳しくは上下水道課管理係（☎0136‐
44‐2121）までお問い合わせください。

浄化槽設置整備事業補助金限度額

区　　分

5人槽 40万円 49万円

7人槽 49万円 60万円

10人槽 68万円 84万円

住宅の新築
に伴う新設

くみ取り式や
単独浄化槽か
らの切り替え

限　　度　　額

（上下水道課管理係）
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し尿処理（くみ取り）事業 3,629万円

主な経費
羊蹄山麓環境衛生組合負担金 3,629万円

主な経費
ごみ収集業務委託料 6,235万円
町指定袋購入費 676万円
ごみ処理券取扱業務委託料 94万円
ダストボックス維持補修経費 108万円

一般家庭のし尿の収集は、毎年3月に申込みを受け付け、自治会ごとの収集計画に基づいて実施して
います。なお、収集は原則的に年3回となっています。また、追加の収集は特別な事情を除いて、1～3
月の調整月に別途お申み込ください。
■収集事業者　㈲塚越産業　☎0136-44-2630
し尿や浄化槽汚泥の処理は、羊蹄山麓環境衛生組合（構成町村＝倶知安町、ニセコ町、真狩村、留寿

都村、喜茂別町、京極町）が一括して行っています。この運営経費は、主に構成町村が負担しています。

（町民生活課生活環境係）

一般廃棄物（燃やすごみ、燃やさないごみ、生ごみ、資源ごみなど）を収集運搬し、処理をしていま
す。
なお、ごみの減量化や効率的な収集運搬業務を行うため、ごみの出し方のルールを守り、正しい分別

方法の徹底をお願いします。
また、ダストボックスの維持管理については、各町内会のみなさんにお願いしていますが、引続き清

掃や除雪などにご協力願います。
※ごみの出し方や分別方法については、183、184ページのくらしの情報編をご覧下さい

財　源　
ごみ処理手数料（町指定袋販売収入など）

1,554万円
一般廃棄物処理業許可申請手数料 1万円
ニセコ町の負担額 5,558万円　

前年度予算額3,624万円
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ごみ収集事業 7,113万円
（町民生活課生活環境係） 前年度予算額7,101万円

ごみ収集作業の様子
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「燃やすごみ」については、羊蹄山麓7町村（倶知安町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜
茂別町、京極町）で構成する連絡協議会を中心に広域処理していて、倶知安町清掃センターで焼却して
います。この焼却灰は各町村の最終処分場で埋め立て処理します。また、「燃やさないごみ」と「粗大ご
み」については、倶知安町を除く6町村が共同して、蘭越町粗大ごみ処理施設で破砕処理・選別され、
このうち「燃やすごみ」は倶知安町清掃センターで焼却、金属類は再資源化しています。最終的に残っ
たものは、各町村の最終処分場で埋め立て処理します。
なお、倶知安町清掃センターの廃止に向け、新たな方法による広域処理について、連絡協議会で取り

組んでいます。町では、これらに係る経費を負担します。

資源としてリサイクルできるごみは無料で回収していますが、再商品化までには、収集・運搬・選
別・一時保管などに多額の費用を必要とします。
この費用を少なくするため、一人ひとりがきちんと分別して資源ごみを出していただくことが基本と

なりますので、ご協力をお願いします。

主な経費
倶知安町清掃センターごみ焼却業務負担金 1,959万円
蘭越町粗大ごみ処理施設維持管理業務負担金 249万円
破砕不燃物運搬業務委託料 106万円
焼却灰運搬業務委託料 46万円
羊蹄山麓地域廃棄物広域処理施設整備状況調査業務負担金 48万円
羊蹄山麓地域廃棄物広域処理連絡協議会負担金 2万円

廃棄物の広域処理事業 2,410万円
（町民生活課生活環境係）

資源物のリサイクル推進事業 2,059万円
（町民生活課生活環境係）

主な経費
資源ごみ分別保管業務委託料 1,540万円
生ごみ･下水道汚泥処理負担金 286万円
空き缶の分別処理業務委託料 122万円
容器包装物の再商品化業務委託料 49万円
廃乾電池･蛍光管処理業務委託料 42万円
リサイクル推進の事務及び管理経費

20万円

財　源　
資源ごみ売払い収入 235万円
下水道汚泥処理負担金 98万円
ニセコ町の負担額 1,726万円

前年度予算額2,157万円

前年度予算額2,165万円
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一般廃棄物最終処分場の維持管理 846万円　

主な経費
水処理施設維持管理業務委託料 417万円
埋立施設棟及び水処理施設維持管理費

198万円
埋立施設搬入管理・埋立作業委託料

86万円
作業機械借上料 86万円
最終処分場補修工事 59万円

主な経費
一般廃棄物処理基本計画策定委託業務 158万円
廃棄物対策検討委員会経費 6万円
廃棄物対策推進事業経費 16万円

一般廃棄物最終処分場では、焼却灰と粗大ごみ処理施設で破砕処理されたものを埋め立て処分してい
ます。この埋め立てたごみの適正管理のため、施設の維持管理を行います。
この処分場は、このままのペースで埋め立てを行った場合、あと5～6年でいっぱいになる見込みで

すが、できるだけ長く利用するためには、ごみを減らすことが重要です。
燃やすごみ、燃やさないごみ、粗大ごみの減量と資源ごみの分別にご協力をお願いします。

（町民生活課生活環境係）

廃棄物の減量化と適正な処理を進めるため、町と町民のみなさん、事業者のそれぞれが役割を分担し、
協力するよう条例で定められています。さまざまな廃棄物について再資源化や、ごみ処理方法の変更な
どは、広報誌や啓発チラシなどでお知らせします。
なお、今年度は、最終処分場の更新も視野に入れた「一般廃棄物処理基本計画」を策定します。
また、廃棄物対策検討委員会や衛生組合連合会と協力しながら、ごみの減量化やリサイクルを推進し

ていきます。

前年度予算額839万円
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廃棄物処理対策の検討と啓発 180万円　
（町民生活課生活環境係） 前年度予算額10万円

一般廃棄物最終処分場

拡 
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廃棄物を不法に投棄した人には、法律により5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、またはその両
方が科せられ、法人は最大3億円の罰金が科せられます。
また、社会通念上やむを得ないと認められた場合(神社で行うどんど焼きなど)を除き、家庭ごみやビ

ニールなど廃棄物を野外で焼却した人は、3年以下の懲役、300万円以下の罰金またはその両方が科せ
られますので、このような行為は絶対にやめてください。
町では、引き続きごみの排出や分別の指導とあわせて、廃棄物の不法投棄や野外での焼却などの巡視

を行い、地域環境の保全に努めます。

各自治会の衛生組合長で組織している衛生組
合連合会では、町と連携して環境・衛生意識の
普及や環境美化事業を行っています。各町内会
でのごみの分別や排出方法の啓発やダストボッ
クスの維持管理、地区内清掃活動などの取り組
みについて、衛生組合長を中心に町民みなさん
のご協力をお願いします。

主な経費
不法投棄廃棄物処理手数料 10万円

不法投棄廃棄物対策 10万円
（町民生活課生活環境係）

主な経費
啓発事業事務経費　1万円

町では、環境美化推進のため町内を巡視し、
散乱したごみや不法投棄などに対応しています。
5月と10月は町民のみなさんのご協力をいた

だき、各地域の環境美化運動と主要道路沿いの
「クリーン作戦」を実施しますので、参加につい
てよろしくお願いします。

主な経費
公用車維持管理経費 22万円
環境美化・クリーン作戦経費 4万円
その他の事務経費 13万円

前年度予算額10万円

１
自
然
や
景
観
、
生
活
環
境
を
守
る

衛生組合連合会事業 1万円　 環境美化巡視とクリーン作戦 39万円　
（町民生活課生活環境係） （町民生活課生活環境係） 前年度予算額38万円前年度予算額1万円
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火葬場の維持管理 599万円　 墓地の維持管理 54万円　

町では、火葬業務の円滑な運営と適切な維持
管理に努めます。
なお、今年度は、火葬場のトイレ水洗化を目

指して、地下水調査業務を行います。

（町民生活課生活環境係）

中央墓地（字里見）など町が管理する墓地と
その周辺環境の適切な維持管理に努めます。

（町民生活課生活環境係）

主な経費
墓地管理業務委託料 41万円
墓地維持管理経費 13万円

財　源　
墓地使用料 5万円
ニセコ町の負担額 49万円

食品衛生事業 6万円 畜犬対策と動物愛護 19万円

倶知安地方食品衛生組合に加入・連携し、食
中毒の防止対策や食品衛生の普及に努めます。

（町民生活課生活環境係）

犬や猫などのペットを飼育する人が増えると
同時に、一部の無責任な飼い主がいるため、他
人に迷惑や危害を加えたりする犬や猫が増えて
います。
最近、犬が放れている、糞が放置されている

などの通報が多くなっています。飼い主は責任
をもって適切にペットを育てるようにお願いし
ます。

（町民生活課生活環境係）

主な経費
倶知安地方食品衛生協会負担金 6万円

主な経費
狂犬病予防注射事務経費 9万円
狂犬病予防注射業務委託料 7万円
その他畜犬対策事務経費 3万円

主な経費
火葬業務委託料 203万円
火葬場地下水調査業務委託料 322万円
町外火葬利用扶助 10万円
維持管理経費 64万円

財　源　
犬の登録手数料 4万円
狂犬病予防注射済票交付手数料 15万円

財　源　
火葬場使用料 50万円
ニセコ町の負担額 549万円

前年度予算額19万円前年度予算額6万円
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前年度予算額314万円 前年度予算額54万円

拡 
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